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「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」 

の一部改正について 

 

 

「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について（平成 13 年 9 月 27 日

企国発第 18 号）」の一部を下記のとおり改正したので、これに基づき規約の承認等の事

務を行うとともに、企業型年金を実施する事業主等の関係者に対しても、十分な説明や

適正な指導等を期せられたい。 

 

 

記 
 
 

「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について（平成１３年９月２７

日企国発第１８号）」の一部改正について 
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別紙１「承認要件等」を次のとおり改める。 
 

承認要件等                                                 

                                                                                      （別紙１） 

 

○ 確定拠出年金法施行規則（平成１３年厚生労働省令第１７５号）第３条第１項第７号に規定する「承認に当たって必要

な書類」とは、以下の内容に関する書類であること。 

① 厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、労

働組合がないときは当該被用者年金被保険者の過半数を代表する者と事業主との間のこれまでの協議の経緯等 

② 運営管理機関の選任理由（事業主が自ら運営管理業務の全部を行う場合を除く。） 

③ 厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる書類 

 

○ 確定拠出年金法施行規則第６条第１項第７号に規定する「承認に当たって必要な書類」とは、以下の内容に関する書類

であること。 

① 運営管理機関を変更する場合、変更後の運営管理機関の選任理由（変更により事業主が自ら運営管理業務の全部を行

う場合を除く。） 

② 実施事業所の増加の場合、当該増加する事業所が、厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であること

が分かる書類、労働組合等と事業主との間のこれまでの協議の経緯等並びに当該事業所に係る登記事項証明書 

 

規約記載事項 規約承認事項 審査要領 

   

法第３条第３項  法第３条第３項に掲げる事項が定められ

ていること 

・規約の申請にあたり、厚生年金適用事業所に使用される被用

者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当

該労働組合、労働組合がないときは当該被用者年金被保険者の

過半数を代表する者と十分協議した上で、それらの同意がなさ

れていること。（これまでの労使協議の経緯等を十分確認する

こと。） 

 

１．企業型年金を実施する厚

生年金適用事業所の事業主

の名称及び住所 

 ・２以上の厚生年金保険適用事業主で行う場合は、各事業主の

名称及び住所を記載すること。 

・厚生年金保険適用事業所であることがわかる書類（直近の資

格取得届等）により、全て適用事業所の事業主であることを

確認すること。 

   

２．企業型年金を実施する厚

生年金適用事業所の名称及

び所在地 

 ・２以上の厚生年金保険適用事業所で行う場合は、各事業所の

名称及び住所を記載していること。 

・厚生年金保険適用事業所であることがわかる書類（直近の資

格取得届等）により、全て適用事業所であることを確認する

こと。 

   

３．事業主が運営管理業務の

全部又一部を行う場合、そ

の業務 

（参考） 

運営管理業務には、記録関連業務（下記ア、

イ、ウ）及び運用関連業務（下記エ）があ

る。 

ア．加入者及び運用指図者（加入者等）

の氏名住所、個人別管理資産額その他

の加入者等に関する事項の記録、保存

及び通知、加入者等が行った運用指図

の取りまとめ及びその内容の資産管

理機関又は国民年金基金連合会への

通知 

・事業主が行う業務が明記されていること。 

（注） 

・事業主が以下の点を考慮した上で運営管理機関等を選任し

たことを選定理由に関する書類等により十分に確認するこ

と。 

①運営管理機関については、もっぱら加入者等の利益の観

点から、運営管理業務の専門的能力の水準、業務・サー

ビス内容（加入者等から企業型年金の運営状況に関する

照会があったときは、誠実かつ迅速に対応できる体制を

整備していることを含む。以下同じ）、手数料の額等に

関して、複数の運営管理機関について適正な評価を行っ

たこと。（当該実施事業所の地域内で営業する運営管理

機関が複数存在しない等やむを得ない事由により複数の

運営管理機関について評価することができない場合を除

く。） 

②特に、事業主が、緊密な資本関係、取引関係又は人的関

係がある運営管理機関（運営管理機関と緊密な資本又は

人的関係のある法人を含む。）を選任しているときは、

当該機関の専門的能力の水準、業務・サービス内容、手

４．事業主が運営管理業務の

全部又は一部を委託した場

合は（運営管理機関が再委

託する場合を含む）委託先

（再委託先）の名称及び住

所並びにその行う業務 

イ．加入者等が行った運用指図の取りま

とめ及びその内容の資産管理機関又

は国民年金基金連合会への通知 

ウ．給付を受ける権利の裁定 

エ．運用の方法の選定及び加入者等に対

する提示並びに当該運用の方法に係

る情報の提供 
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数料の額等に関して適正な評価を行った結果、合理的な

理由があること。 

③資産の運用に関する情報提供に係る業務（いわゆる投資

教育）を運営管理機関等に委託しているときは、委託先

の機関等が「確定拠出年金制度について」（平成１３年

８月２１日年発第２１３号）第２の１から５まで規定す

る内容及び方法に沿って、加入者等の利益のみを考慮し

て適切に当該業務を行うことができるものであること。

 

  ・運営管理機関の行う業務が明記されていること。 

・委託先（再委託先）運営管理機関の名称・所在地が、仮契約

書の内容と合致していること。 

・委託（再委託）の業務が、仮契約書の内容と合致しているこ

と。 

・再委託を行う場合、委託業務のすべてを再委託先に丸投げし

ていないこと。 

   

   

 事業主が運営管理業務を委託するとき 

は、上記イとウの業務については、一の確

定拠出年金運営管理機関において行うも

のであること。 

委託する業務については、事業主の実施

する企業型年金に係る企業型年金加入者

等のすべてを対象とするものであること。

・一人の加入者等にかかる運営管理業務のうち、運用指図の取

りまとめ、資産管理機関等への通知、給付の裁定を２以上の

運営管理機関が行うこととならないこと。運用指図のとりま

とめ、資産管理機関等への通知、給付の裁定以外の業務につ

いて２以上の運営管理機関が行う場合にも、各運営管理機関

の役割分担や責任の所在が明確であること。 

・一人の加入者等に係る運営管理業務の全部又は一部が、どの

運営管理機関も担当していないこととならないこと。 

・「加入者等に関する事項の記録、保存」及び「運用方法の選

定及び加入者等への提示」は、それぞれ一の運営管理機関が

行うこと。（すなわち、例えば「記録」をＡ運営管理機関、

「保存」をＢ運営管理機関が行うことは認められない。運用

の方法の選定と提示も同様。） 

 

５．資産管理機関の名称及び

住所 

 ・仮契約書（共同受託方式、再信託方式等を含む。）と合致す

ること。 

   

６．加入者資格に関する事項

（加入者となることについ

て一定の資格を定める場

合） 

実施事業所に使用される被用者年金被

保険者等が企業型年金加入者となること

について一定の資格を定めた場合にあっ

ては、当該資格は、当該実施事業所におい

て実施されている厚生年金基金、確定給付

企業年金、適格退職年金契約に基づく年金

制度及び退職手当制度が適用される者の

範囲に照らし、特定の者について不当に差

別的でないこと。 

 

・別紙参照 

・企業型年金加入者の任意により、その資格を喪失することが

できないものであること。 

 （企業型年金加入者の任意による資格喪失は、いかなる場合で

あっても認められないこと。） 

   

７．事業主掛金の額の算定方

法に関する事項 

（１）事業主掛金について、定額又は給与

に一定の率を乗じる方法その他これ

に類する方法により算定した額によ

ることが定められていること。 

・基本的には、実施事業所ごとに加入者全員に対して同じ「定

額」、「一定の率」又は「定額プラス一定の率」を用いてい

ること。（すなわち、加入者によって額や率が異なっていな

いこと） 

・「給与」については、「確定拠出年金制度について」（平成

１３年８月２１日年発第２１３号）第１の２に従って定めて

いること。 

・拠出限度額を超えないことが明記されていること。 

・規約に記載されている掛金額の上限が「政令第１１条で定め

る額」等、法令を引用している場合は、事業主が加入者等に

対してその額を周知することに努める旨規約に明記されてい

ること。 

（２）事業主の掛金の額は、政令で定める

拠出限度額を超えてはならないこと。

（拠出限度額） 

・厚生年金基金の加入員、確定給付企

業年金の加入者及び適格退職年金

の受益者等の者  ２３，０００円 

・上記以外の者  ４６，０００円 
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８．運用方法の提示及び運用

指図に関する事項 

（１）提示される運用方法の数又は種類に

ついて法第 

２３条第１項の規定に反しないこと。

（参考） 

法第２３条第１項 

企業型年金加入者等に係る運用関

連業務を行う確定拠出年金運用管理

機関（運用関連業務を行う事業主を含

む）は、次に掲げる運用の方法のうち

企業型年金規約で定めるところに従

って少なくとも３以上選定し、企業型

年金加入者等に提示しなければなら

ない。この場合、その提示する運用の

方法のうちいずれか１以上のものは、

元本が確保されるものでなければな

らない。 

 

・少なくとも運用商品の範囲に関する基本的な考え方が、規約

に明記されていること。 

・運用方法の選定及び提示は３以上であること。また、その提

示する運用方法のうちいずれか一以上のものは、元本が確保

される運用方法であること。 

・規約には①具体的な金融商品名（Ａ銀行の定期預金など）を

示すこと又は②金融商品の類型（例えば、定期預金、投資信

託など）及び数のみ示し、具体的な金融商品名は運営管理機

関が選定することのいずれも可能であること。 

・運用方法の提示についての具体例 

１．加入者が選定することができる運用商品は、以下の金融

商品とする。 

Ａ銀行の定期預金 

Ｂ銀行の割引金融債 

Ｃ証券会社が販売するＭＭＦ 

自社株 

 Ａ預貯金の預入 

Ｂ信託会社への信託 

Ｃ有価証券の売買 

Ｄ生命保険の保険料等の払込み 

Ｅ損害保険の保険料の払込み 

２．加入者が選定することができる運用商品は、以下の商品

類型の中から運営管理機関が選定したそれぞれ２つずつの

金融商品とする。 

普通銀行の定期預金 

ＭＭＦ又は中期国債ファンド 

国内株式型投資信託 

変額個人年金 

 （政令第１５条・第１６条） 

イ．運営管理機関は、次の運用方法から

選定し１以上提示すること。（元本確

保の運用方法） 

 

・預金保険法に規定する金融機関への預

金（譲渡性預金を除く） 

 

・農水産業協同組合貯金保険法に規定す

る農水産業協同組合への貯金（譲渡性

貯金を除く） 

 

・信託銀行への金銭信託（元本補てんの

契約のあるもの） 

 

・国債証券・地方債証券  

・特別の法律により法人の発行する債券

（政府が保証） 

 

・預金保険法第二条第二項第五項に規定

する債権又は農水産業協同組合貯金

法第二条第二項第四号に規定する農

林債権 

 

・政府が保証している社債権  

・信託会社の貸付信託の受益証券（元本

補てん契約のあるもの） 

 

・生命保険会社への生命保険の保険料の

払込み（利率保証型積立保険のみ） 

・損害保険会社への損害保険の保険料の

払込み（積立傷害保険のみ） 

 

 ロ．前記イ及び次に掲げる運用方法（前

記イに掲げるものを除く。）から選定

し提示した運用の方法が３以上ある

こと 

 

・預金保険対象金融機関以外の銀行及び

商工組合中央金庫を相手方とする預

金（外貨預金を含み、譲渡性預金を除

く。）の預入 

 

・預金保険対象金融機関又は貯金保険対

象組合を相手方とする外貨預金又は

外貨貯金の預入 

・信託会社への金銭信託 
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・特別の法律により銀行、農林中央金庫、

商工組合中央金庫又は全国を地区と

する信用金庫連合会の発行する債券 

 

・予算について国会の議決を経又は承認

を得なければならない法人の発行す

る債券 

 

 ・特別の法律により設立された法人で国

等以外の者の出資のないもののうち

特別の法律により債権を発行したも

の 

 

 ・貸付信託の受益証券 

・投資信託の受益証券 

・投資法人の投資証券又は投資法人債券

 

 ・外国政府等の発行する債券 

・外国法人の発行する債券（外国政府等

が保証） 

 

 ・生命保険会社又は農業協同組合等への

生命保険の保険料又は生命共済の共

済掛金の払込み 

・損害保険会社への損害保険の保険料の

払込み 

 ハ ３以上の運用の方法の選定につい

ては、預貯金の利率、生命保険契約の

予定利率、債券の収益率等運用から生

ずると見込まれる収益の率、収益の変

動の可能性その他収益の性質が相互

に類似しないこと。 

 

 二 以下の運用の方法を選定し、提示す

る場合には、当該運用の方法以外の運

用の方法を少なくとも３以上選定、提

示すること。 

 

 ・資産の流動化に関する法律第二条第八

項に規定する優先出資証券及び特定

社債券並びに資産の流動化に関する

法律第二条第十四項に規定する受益

証券 

・社債券 

・協同組織金融機関が法律に基づき発行

する優先出資証券 

 

 ・株券 

・証券投資信託であってその信託財産を

次に掲げる売買のみにより運用する

ことを約するもの 

ａ.一の法人の発行する社債券又は株

券の売買 

ｂ.一の証券投資信託の受益証券の売

買 

ｃ.一の投資法人の投資証券の売買 

・投資法人であってその資産を上記ａ～

ｃまでのうちいずれかに掲げる売買

のみにより運用することを約するも

の 

 

 ・信託会社の金銭信託であってその信託

財産を一法人の発行する社債券等の

売買のみにより運用することを約す

るものの受益証券 

 

 ・外国法人の発行する債券又は株券 

・外国投資信託の受益証券又は外国投資

証券 
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 （２）運営管理機関は、あらかじめ事業主

との間で次の内容の契約を締結しな

ければならない 

・重要情報（金融商品の販売等に関する

法律に規定する重要事項に相当する

もの）を提供しなかったときは、これ

によって生じた企業型年金加入者ま

たは加入者等であった者の損害を賠

償する責任を負う。 

・その損害の賠償を請求するときは、元

本欠損額（運用の指図に充てた額から

当該運用に係る個人別管理資産額を

控除した額）を損害の額と推定する。

・左の規約承認事項の内容について、運用関連運営管理機関と

の間の仮契約書に明記されていること。 

   

 （３）企業型年金加入者及び企業型年金運

用指図者（以下「企業型年金加入者等」

という。）による運用の指図は、少な

くとも３月に１回、行い得るものであ

ること。 

 

・加入者等が運用の指図を行うことができる期日が規約に明記

されており、少なくとも３月に１回以上運用の指図を行うこ

とができるようになっていること。 

 （４）個人別管理資産の運用の指図のない

状態を回避する方法として加入者等

からの運用の指図が行われるまでの

間において運用を行うためのあらか

じめ定められた運用方法を設定する

場合には、規約にその旨を定めている

こと。 

 

 

 

 

 

 

・加入者等から運用の指図がない場合、運用の指図が行われ

るまでの間、あらかじめ定められた運用方法により運用を

行うことが規約に定められていること。 

・当該運用方法として元本確保型の運用方法以外の運用方法

を設定する場合には、次の事項が規約に定められているこ

と。 

①事業主又は運営管理機関は、加入者等に対し、あらかじ

め定められた運用方法による運用を開始する前に、加入

者等から運用の指図がない場合、運用の指図が行われる

までの間、あらかじめ定められた運用方法により運用を

行うこと及び当該運用方法に係る具体的な金融商品の情

報について説明すること。 

②当該説明に関する書類を交付すること又は当該説明に関

する電磁的方法による情報提供を行うこと。 

・事業主又は運営管理機関は、あらかじめ定められた運用方法

により運用を行っている者に対し、運用の指図を行うことが

できる期日について、定期的に説明するものであること。 

 

９．給付の額及びその支給の

方法に関する事項 

 

（参考） 

給付の種類 

老齢給付金・障害給付金・死亡一時

金・脱退一時金 

 

   

 （１）裁定 

受給権者の請求に基づいて記録関連

運営管理機関等が裁定する。 

・受給権者の請求により裁定されることが、規約に明記されて

いること。 

また、裁定の結果及び資産管理機関が給付を行う上で必要な

個人情報（所得税の徴収税額の算定に必要な個人情報を含

む。）を、記録関連運営管理機関が資産管理機関に通知する

こととなっていること。 

   

 （２）給付の額 

規約で定めるところにより算定した

額 

 

   

 （３）支給期間等 

支給すべき事由が生じた月の翌月か

ら始め、権利が消滅した月で終わる。 

（注） 

支給すべき事由が生じた月とは、支給の請求を行った月であ

る。 
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 （４）支払期月については、規約で定める

ところによる。 

・支払期日が明記されていること。 

・年金たる給付の支払期日は、毎年一定の時期であること。 

   

 （５）受給権の譲渡等の禁止等  

   

 （６）老齢給付金  

   ①支給要件 

企業型年金加入者であった者であっ

て次の各号に掲げるものが（障害給付金

の受給権者を除く）、それぞれ当該各号

に定める年数又は月数以上の通算加入

者等期間を有するとき 

＊６０歳以上６１歳未満   １０年 

＊６１歳以上６２歳未満    ８年 

＊６２歳以上６３歳未満    ６年 

＊６３歳以上６４歳未満    ４年 

＊６４歳以上６５歳未満    ２年 

＊６５歳以上の者       １月 

・支給要件は、左の規約承認事項の内容に合致していること。

   

 ②通算加入者等期間 

＊企業型年金加入者期間 

＊企業型年金運用指図者期間 

＊個人型年金加入者期間 

＊個人型年金運用指図者期間 

（注） 

・「その他の者」であった期間（法第８３条第１項に規定する

者）は、通算加入者等期間に含まれない。 

   

 ③通算加入者等期間を算定する場合に

おいて、同一の月が同時に２以上の通

算加入者等期間の計算の基礎となる

ときは、その月は、企業型年金加入者

期間・企業型年金運用指図者期間・個

人型年金加入者期間・個人型年金運用

指図者期間のうち一の期間について

のみ、その計算の基礎とする。 

 

   

 ④加入者であった者が老齢給付金の請

求をすることなく７０歳に達したと

きは、資産管理機関はその者に記録関

連運営管理機関等の裁定に基づき老

齢給付金を支給する。 

・７０歳到達時の裁定・支給方法が規約に明記されていること。

   

 ⑤老齢給付金は、年金として支給する。

ただし、規約でその全部又は一部を一

時金として支給できる旨定めた場合

には、一時金として支給することがで

きる。 

・一時金として支給する場合には、その旨が規約に明記されて

いること。 

   

 ⑥失権 

・受給権者が死亡したとき。 

 

・障害給付金の受給権者となったとき。

・個人別管理資産がなくなったとき。 

 （７）給付の額の算定方法が省令（第４条）

で定める基準に合致していること。 

 

①給付の額の算定方法は、請求日（給付

の支給を請求した日をいう。以下同

じ。）において、受給権者が企業型年

金規約で定めるところにより定めた

ものであること。 
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②給付の額は、請求日の属する月の前月

の末日以後の個人別管理資産額及び

支給予定期間に基づいて算定される

ものであること。 

 

・年金の支給予定期間及び毎年の給付額は、左の規約承認事項

の⑤及び⑥の場合を除き一切受給権者が変更できないもので

あること。 

③給付の額（⑤及び⑧の規定により算定

される額を除く。）は、請求日の属す

る月又は⑤の申出をした日の属する

月の前月の末日における個人別管理

資産額の２分の１に相当する額を超

えず、かつ、２０分の１に相当する額

を下回らないものであること（請求日

において、個人別管理資産について、

保険又は共済の契約であって終身年

金を支給することを約したものに基

づく保険料又は共済掛金の払込みに

よって運用の指図を行っているもの

に係る給付の額を除く。④において同

じ。）。 

 

・算出される年間の支給額は、左の規約承認事項の③の基準を

満たしていること。 

・毎年受け取る年金額は、一定でなくても可能であること。 

④支給予定期間は、受給権者が請求日に

おいて企業型年金規約で定めるとこ

ろにより申し出た日の属する月以後

の企業型年金規約で定める月（請求日

の属する月から起算して３月以内の

月に限る。）から起算して５年以上２

０年以下であること。 

 

・支給予定期間は、左の規約承認事項の内容の範囲内で規約に

明記されていること。 

⑤給付の支給を開始した日の属する月

から起算して５年を経過した日以後

の日に給付の支給を一時に受けるこ

とを申し出ることができる旨を企業

型年金規約で定めた場合において、受

給権者が当該申出をしたときは、その

額は、①及び②の規定にかかわらず、

当該申出をした日の属する月の末日

における個人別管理資産額であるこ

と。 

・支払予定期間が例えば２０年の場合であっても、５年以上経

過すれば一括で受取が可能である旨を規約に定めた場合、左

の規約承認事項の内容が規約に明記されていること。 

⑥個人別管理資産額が過少となったこ

とにより給付の支給を支給予定期間

にわたって受けることが困難となっ

た場合には、受給権者がその支給を当

該支給予定期間にわたって受けるこ

とを申し出ることができる旨を企業

型年金規約で定めた場合において、受

給権者が当該申出をしたときは、その

額の算定方法は、①の規定にかかわら

ず、１回に限り変更することができる

ものであること。 

 

・個人別管理資産の額が「過少となった」とは、支給を請求し

た時にあらかじめ想定していたその年における個人別管理資

産の予想額と実際のその年における個人別管理資産の額を比

べて、当該予想額の半分以下となった場合であり、この場合、

毎年の支給額のみを変更することができること（ただし、支

給予定期間の変更はできない。）。 

⑦⑥の申出をした場合にあっては、給付

の額は、②の規定にかかわらず、当該

申出をした日の属する月の前月の末

日以後の個人別管理資産額及び支給

予定期間に基づいて算定されるもの

であり、かつ、②の規定に基づき算定

した額を当該申出をした日の属する

月の翌月以後の給付について変更す

るものであること。 
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⑧支給予定期間の最後の月の末日にお

いて個人別管理資産がある場合にあ

っては、当該月の翌月以後に支給する

ものの額は、当該最後の月の末日にお

ける個人別管理資産額であること。 

・支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産が残

った場合の支給方法が規定に明記されていること。 

（注） 

支給予定期間の終了後になお個人別管理資産が残っている

ときは、支給が終了した月の末日以後にその残額を一括して

速やかに支給するものであること。 

   

 （８）一時金たる老齢給付金 

①給付の額は、請求日以後の企業型年金

規約で定める日（請求日から起算して

３月を経過する日までの間に限る。）

における個人別管理資産額（老齢給付

金の一部を一時金とする場合にあっ

ては、当該個人別管理資産額に基づい

て算定される額）であること。 

 

②老齢給付金の一部を一時金とする場

合にあっては、その支給の請求は１回

に限るものとし、かつ、その額は、請

求日において、受給権者が企業型年金

規約で定めるところにより算定した

ものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 （９）障害給付金 

①支給要件 

ａ．企業型年金加入者又は企業型年金加

入者であった者が、疾病にかかり、又

は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及

びこれらに起因する疾病（傷病）につ

いて初めて医師又は歯科医師の診療

を受けた日（初診日）から起算して１

年６月を経過した日（その間にその傷

病が治った場合においては、その治っ

た日（症状固定日）障害認定日）から

７０歳に達する日の前日までの間に

おいて、その傷病により国民年金法に

規定する障害等級に該当する程度の

障害の状態に該当するに至ったとき

は、その者は、その期間内に障害給付

金の支給を請求することができる。 

・支給要件は、左の規約承認事項の内容に合致していること。

（注） 

①裁定に当たっては、障害基礎年金の受給者については障害

基礎年金の年金証書等の所持者であることを確認したとき

に障害給付金の裁定を行うこと。また、障害基礎年金の受

給者以外の者については、身体障害者手帳（１級から３級

までの者）、療育手帳（重度の者）、精神保健福祉手帳（１

級及び２級の者）の所持者であることを確認したときにの

み、裁定を行うこと。（障害基礎年金の年金証書等、身体

障害者手帳（１級から３級までの者）、療育手帳（重度の

者）又は精神保健福祉手帳（１級及び２級の者）の所持者

でない者については、障害給付金の裁定を行わないこと。）

②障害給付金については、その障害が治癒等しても、支給停

止は行われないこと。 

③障害給付金は、企業型年金の加入者となる前に発した傷病

についても、支給の対象となること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ｂ．加入者又は加入者であった者が、疾

病にかかり、又は負傷し、かつ、その

傷病（基準傷病）に係る初診日におい

て基準傷病以外の傷病により障害の

状態にある者であって基準傷病に係

る障害認定日から７０歳に達する日

の前日までの間において初めて、基準

傷病による障害と他の障害とを併合

して国民年金法に規定する障害等級

に該当する程度の障害程度に該当す

るに至ったとき（基準傷病の初診日

が、基準傷病以外の傷病の初診日以降

であるとき）は、その者は、その期間

内に障害給付金の支給を請求できる。

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ②障害給付金は、年金として支給する。

ただし、規約でその全部又は一部を一

時金として支給できることを定めた

場合には一時金として支給できる。 

 

  

  

   

 ③年金たる障害給付金の給付の額の算

定方法については、年金たる老齢給付
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 金に準じること。ただし、受給権者は、

規約で定める期間（５年以上に限る）

ごとに、受給権者の申出により変更す

ることができる。 

また、支給予定期間については、受

給権者がその受給権を取得した月に

おいて６０歳未満である場合にあっ

ては２０年にその受給権を取得した

月の翌月から受給権者が６０歳に達

する月までの期間を加えた期間とす

る。さらに、個人別管理資産が過少に

なったことにより支給予定期間にわ

たって受けることが困難となった場

合、その支給を当該支給予定期間にわ

たって受けることを申出ることがで

きる旨を規約で定めた場合は、その額

の算定方法は、１回に限らず変更する

ことができる。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ④失権 

・受給権者が死亡したとき 

・個人別管理資産がなくなったとき 

 

  

  

   

 （１０）一時金たる障害給付金 

一時金たる老齢給付金に掲げる基準

に適合していること。 

 

  

  

   

 （１１）死亡一時金  

 ①支給要件 

加入者又は加入者であった者が死亡

したときにその者の遺族に支給する。

 

  

  

   

 （遺族の範囲及び順位）  

 遺族の範囲はつぎのとおり。ただし、

死亡した者が死亡する前に、配偶者（事

実上婚姻関係含む）子、父母、孫、祖父

母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金

を受ける者を指定してその旨を企業型

記録関連運営管理機関等に対して表示

したときは、その表示したところによ

る。 

（注） 

死亡一時金を受ける者をあらかじめ運営管理機関に申し出る

ことができる。 

 

  

  

  

  

  

 ａ．配偶者 

ｂ．子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

であって死亡した者の死亡の当時、主

としてその収入によって生計を維持

していたもの 

ｃ．死亡した者の死亡の当時主としてそ

の収入によって生計を維持していた

親族 

ｄ．子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

であってｂに該当しないもの 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 ②同順位者が二人以上ある場合はその

人数によって等分して支給する。 

 

  

   

 ③遺族がないときは、死亡した者の個人

別管理資産額に相当する金銭は、死亡

した者の相続財産と見なす。 

 

  

  

   

 ④遺族からの請求が、死亡した者の死亡

後５年間ないときは、相続財産とみな

す。 
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 ⑤給付の額は、その支給を請求した日以

後の企業型年金規約で定める日（請求

日から起算して３月を経過する日ま

での間に限る。）における個人別管理

資産額であること。 

 

  

  

  

   

 （１２）脱退一時金  

 ①支給要件 

企業型年金加入者であった者であっ

て、次のいずれにも該当する場合には、

脱退一時金の支給を請求することがで

きる。 

・支給要件は、左の規約承認事項の内容に合致していること。

 ａ．企業型年金加入者、企業型年金運用

指図者、個人型年金加入者又は個人型

年金運用指図者でないこと。 

ｂ．当該請求した日における個人別管理

資産の額として、以下のイからハまで

に掲げる額を合算した額からニに掲

げる額を控除して得た額が１５，００

０円以下であること。 

 

 イ．脱退一時金の支給を請求した日

（以下「請求日」という。）が属す

る月の前月の末日における個人別

管理資産の額 
ロ．企業型年金加入者の資格を喪失し

た日までに事業主が拠出すること

となっていた掛金であって、請求日

が属する月の前月の末日までに拠

出していないものの額 
ハ．法第５４条第１項又は第５４条の

２第１項の規定に基づき企業型年

金の資産管理機関に移換すること

となっていた資産であって、請求日

が属する月の初日から請求日まで

の間に移換されたものの額 
ニ．法第３条第３項第１０号に掲げる

事項を規約で定めている場合にあ

っては、当該規約により事業主に返

還されることとなる額 

ｃ．企業型年金加入者資格を喪失した日

が属する月の翌月から起算して６月

を経過していないこと。 

 

   

 ②請求手続 

ａ．脱退一時金の支給の請求は、次に掲

げる事項を記載するものであること。

イ．氏名、性別、住所及び生年月日 

ロ．企業型年金規約で定める事項 

ｂ．請求書には、戸籍の謄本若しくは抄

本又は生年月日に関する市町村長の

証明書その他生年月日を証する書類

を添付すること。 

 

   

 ③支給額 

脱退一時金の額は、その支給を請求し

た者の当該請求をした日以降の企業型

年金規約で定める日（その支給を請求し

た日から起算して３月を経過する日ま

での間に限る。）における個人別管理資

産額であること。 

 

   

 ④通算加入者等期間 

脱退一時金の支給を受けたときは、そ
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の支給を受けた者の支給を受けた月の

前月までの企業型年金加入者期間及び

企業型年金運用指図者期間並びに個人

型年金加入者期間及び個人型年金運用

指図者期間は、法第３３条第２項の規定

にかかわらず、同条第１項の通算加入者

等期間に算入しない。 

   

１０．実施事業所に使用され

た期間が三年未満である場

合において、その者の個人

別管理資産のうち当該事業

主掛金に相当する部分とし

て政令で定めるものの全部

又は一部を当該事業主に返

還することを定めるときは

当該返還資産額の算定方法

に関する事項 

法第３条第３項第１０号の政令で定

める事業主掛金に相当する部分は、当該

企業型年金を実施する同項第１号に規

定する事業主が拠出した事業主掛金の

額（次の各号に掲げる者に係る事業主掛

金の額を除く。）とする。ただし、当該

事業主に資産を返還する日における個

人別管理資産額（当該各号に掲げる者に

係る個人別管理資産額を除き、法第５４

条第１項、法第５４条の２第１項又は法

第８０条第１項若しくは第２項の規定

により資産が移換された者にあっては、

当該個人別管理資産額のうち当該事業

主掛金を原資とする部分の額に限る。）

がこの項本文に規定する事業主掛金の

額より少ないときは、当該個人別管理資

産額とする。 

・事業主返還額については、左の規約承認事項の内容に違反し

ないこと。 

（参考） 

事業主返還額は、原則として事業主掛金の額となる。た

だし、企業型年金加入者が運用を行った結果、事業主掛金

の額を下回った場合には、その者の個人別管理資産額とな

る。 

・実施事業所に使用された期間には、育児休業、介護休業等の

休職期間を含むものであること。 

 

 

 

 

  

  

  

  

 一 企業型年金加入者の資格を喪失し

た日において当該企業型年金の障害

給付金の受給権者である者 

 

  

  

 二 法第１１条第１号、第３号、第５号

（法第４条第３項に規定する企業型

年金規約の変更に係る場合に限る。）

又は第６号に該当するに至ったこと

により企業型年金加入者の資格を喪

失した者 

 

 

  

  

  

  

１１．実施に要する事務費の

負担に関する事項 

 ・事業主の負担に関する事項として、次に掲げる事項が記載さ

れていること。 

 ①運営管理機関に運営管理業務を委託した場合における当該

運営管理機関に係る事務費の額又はその算定方法、その負

担の方法（事業主の負担割合と企業型年金加入者等の負担

割合に関することを含む。） 

  

  

  ②資産管理機関に係る事務費の額又はその算定方法、その負

担の方法（事業主の負担割合と企業型年金加入者等の負担

割合に関することを含む。） 

  

   

  ③法第２２条に係る措置に要する費用の額又はその算定方

法、その負担の方法 

（注）法第２２条に係る措置（いわゆる投資教育）は、事業

主の責務であることから、基本的には、当該措置に要す

る費用は事業主が全額負担するものと想定される。 

  

  

   

  ④法第２５条第４項に係る措置に関し、それに要する費用が

必要な場合における当該費用の額又はその算定方法、その

負担の方法（事業主の負担割合と企業型年金加入者等の負

担割合に関することを含む。） 

  

  

１２．その他政令で定める事

項 

  

ア．事業主が運営管理業務

を委託した場合その委託

契約に関する事項 

  

  

  

   

イ．資産管理契約に関する

事項 
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ウ．資産運用に資するため

の基礎的な資料の提供等

による措置の内容及び方

法 

 ・加入者等に対し、いつ、どのような事項を、どのような方法

で行うかについて詳細に規約に明記されていること。  

  

   

エ．企業型年金の事業年度

に関する事項 

  

  

   

オ．企業年金制度又は退職

手当制度に係る資産の移

換を受ける場合にあって

は、当該資産の移換に関

する事項 

・移換対象者の範囲を定める場合にあって

は、当該範囲は、実施事業所において実

施されている厚生年金基金、確定給付企

業年金、適格退職年金契約に基づく年金

制度及び退職手当制度が適用される者

の範囲に照らし、特定の者について不当

に差別的でないこと。 

・企業型年金規約の施行日は、移換前制度

における規約又は規定の変更日と同日

であること。 

・移換対象者は、企業型年金規約の施行日

又は政令第２２条第２項各号に定める

日（第５号の場合にあっては、最初に資

産の移換を受ける日）において、企業型

年金の加入者であること。 

・左の規約記載事項の６の加入者資格に関する事項に係る審査

要領と同様であること。 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ・通算加入者等期間に算入する期間の範囲

を規約に定めていること。 

・通算加入者等期間に算入する期間は以下にあげる期間のうち、

資産の移換の対象となった期間とすること。 

・厚生年金基金からの移換の場合 

当該厚生年金基金の加入員であった期間（当該厚生年金

基金の給付の算定において、当該厚生年金基金の加入員と

なる前の期間を算入する場合は当該期間を含む。） 

・確定給付企業年金からの移換の場合 

当該確定給付企業年金の加入者であった期間（当該確定

給付企業年金の給付の算定において、確定給付企業年金の

加入者となる前の期間を算入する場合は当該期間を含む。）

・適格退職年金からの移換の場合 

当該適格退職年金の受益者等であった期間（当該適格退

職年金の給付の算定において、当該適格退職年金の受益者

等となる前の期間を算入する場合は当該期間を含む。） 

・退職手当制度からの移換の場合 

企業型年金の実施事業所の事業主に使用された期間 

ただし、既に企業型年金の加入者として通算加入者等期間に

算入されている期間及び過去に資産の移換を行って通算加入者

等期間に算入した期間を除くこと。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ・退職手当制度からの移換の場合には、政

令第２２条第１項第５号のイに掲げる

額からロ及びハに掲げる額を控除した

額に相当する部分の金額の範囲内であ

ること。 

・次の①及び②の合計額の範囲内であること。 

①移行日（退職給与規程の改正又は廃止が行われた日）の前

日における自己都合退職による要支給額から移行日におけ

る自己都合退職による要支給額と同日において厚生年金基

金、確定給付企業年金又は適格退職年金から資産が移換す

ることとなった額を控除した額 

 

 

 

  

 ②①で算定した額に係る移行日から資産の移換を受ける最後

の年度までの期間に応ずる利子に相当する額（※） 

※利子に相当する額の算定に用いる利率は、移行日にお

ける確定給付企業年金法施行規則第４３条第２項第１

号の規定に基づいて厚生労働大臣が定める率。 

 

 

 

   

 ・厚生年金基金等の加入員等が負担した掛

金等を原資とする部分の移換について、

加入者等が移換に同意しない場合にあ

・厚生年金基金等の加入員等が負担した掛金等を原資とする部

分とは、資産のうち、加入員等の負担に基づいて行われる給

付であって、基準日（厚生年金基金等の規約変更日（解散又
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 っては、当該負担分を除いて移換するこ

と。 

は終了にあってはその日）、適格退職年金の当該契約の解除

される日。）までに発生しているとみなすことが合理的であ

る給付に相当する部分であるが、具体的には次の例により算

定される額であること。 

  

 ①移換する厚生年金基金、確定給付企業年金又は適格退職年

金において加入者等が負担した掛金に基づく給付が明確と

なっている場合における当該部分（※）に相当する額から

当該部分の過去勤務債務の償却のために事業主が負担した

額を控除した額。 

 

 

 ※給付設計が複数の部分に分かれており、ある部分につ

いては加入者等の拠出により賄われることが明確にな

っている場合における当該部分、又は、給付設計にお

いて加入者等が脱退した場合等を支給事由として本人

拠出額の元利合計を支給することとなっている場合に

おける当該部分 

 

 

 

 ②移換する厚生年金基金、確定給付企業年金又は適格退職年

金における掛金総額に占める加入者等が負担した掛金の割

合（※）を移換時点における資産額に乗じて得た額 

※概ね過去２０年程度の掛金総額に占める加入者等が負

担した掛金の割合の平均。 

 

 

 

  ・確定給付企業年金又は適格退職年金の加入者等が負担した掛

金を原資とする部分を移換する場合にあっては、確定給付企

業年金又は適格退職年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、

給付時に非課税の取扱いとなっているが、企業型年金へ資産

を移換した場合にあっては、給付時に課税されることとなる

ことを当該加入者等に十分説明したうえで同意を取ってい

ること。 

   

 ・資産の移換日が規約に定められているこ

と。 

・厚生年金基金又は確定給付企業年金の給付の一部を減額して

資産を移換する場合 

資産移換に伴い厚生年金基金又は確定給付企業年金の規約

が変更される日の属する月の翌々月の末日以前となっている

こと。 

・厚生年金基金又は確定給付企業年金を解散又は終了して資産

を移換する場合 

厚生年金基金又は確定給付企業年金の精算が結了した日と

なっていること。 

・適格退職年金からの資産の移換の場合 

資産移換に伴い適格退職年金契約の全部又は一部を解除さ

れる日の属する月の翌々月の末日以前となっていること。 

  

  

  

  

  

  

  

  ・退職手当制度からの移換の場合 

何年度に分けて移換を行うか、毎年度いつ移換を行うかを

定めていること。 

資産の移換は、移換を行う日の属する年度から、その翌年

度から起算して３年度以上７年度以内の年度まで行うことと

なっており、また、毎年度の移換額が均等になっていること。

企業型年金加入者の資格を喪失した者に係る移換を行う日

は、当該資格を喪失した月の翌月の末日以前となっているこ

と。 

  

  

  

  

  

   

 （厚生年金基金等から制度単位で資産の

移換を行うための要件として確認すべ

き事項） 

 

  

   

 ・厚生年金基金又は確定給付企業年金から

の移換の場合は、当該厚生年金基金の規

約の変更又は解散について、厚生労働省

において認可されるものであることを

確認の上、同日付けで企業型年金規約の

承認を行うものであること。 

 

  

  

  

  

 ・適格退職年金からの移換の場合は、当該 ・承認申請時に過去勤務債務等の現在額がない場合は別紙４－
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 適格退職年金に積立不足がないことを

確認すること。 

１が、過去勤務債務等の現在額がある場合は別紙４－２が承

認申請書に添付されていること。 

 ・退職手当制度からの移換の場合は、退職

給与規程の改廃の年月日等を確認する

こと。 

・退職給与規程の改廃による資産移換の場合は、それに先立っ

て退職給与の増額等が行われたものかどうか、企業型年金へ

の移換の額及び時期、改正理由等から、客観的にみて当該規

程の改廃による資産移換が主として拠出限度額を超えて行う

ことを目的としていると認められないこと。 

 

 

 

カ．脱退一時金相当額等（厚

生年金基金及び確定給付

企業年金の脱退一時金相

当額並びに企業年金連合

会の年金給付等積立金若

しくは積立金）の移換に

関する事項 

・脱退一時金相当額等の受け入れについて

規約に定めていること。 

 

・脱退一時金相当額等として移換を受けた

資産は、個人別管理資産に充てるものと

して規約に定めていること。 

 

・通算加入者等期間に算入する期間の範囲

を規約に定めていること。 

・通算加入者等期間に算入する期間は、以下に掲げる期間とす

ること。 

・厚生年金基金からの脱退一時金相当額の移換の場合 

当該厚生年金基金から移換する脱退一時金相当額の算定

の基礎となった期間 

・確定給付企業年金からの脱退一時金相当額の移換の場合 

当該確定給付企業年金から移換する脱退一時金相当額の

算定の基礎となった期間 

・企業年金連合会からの年金給付等積立金の移換の場合 

企業年金連合会に交付された厚生年金基金脱退一時金相

当額の算定の基礎となった期間又は解散した厚生年金基金

の加入員であった期間 

・企業年金連合会からの積立金の移換の場合 

企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時

金相当額の算定の基礎となった期間又は終了した確定給付

企業年金の加入者期間 

・ただし、既に企業型年金の加入者として通算加入者等期間に

算入されている期間及び過去に資産の移換を行って通算加入

者等期間に算入した期間を除くこと。 

 ・政令第２５条に規定する企業型年金加入

者の資格を取得した場合の脱退一時金

相当額等の移換に関する事項について

説明をすること。 

・事業主は、従業員が企業型年金加入者の資格を取得したとき

は、当該加入者が企業型年金の資産管理機関へ脱退一時金相

当額等を移換することができるものであるときは、脱退一時

金相当額等の移換の申出の期限、通算加入者等期間への算入

期間及び申出の手続、その他脱退一時金等の移換に関して必

要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明す

るものであること。 

   

 その他の事項について  

 （１）実施事業所（法第三条第三項第二号

に規定する実施事業所をいう。以下同

じ。）に使用される被用者年金被保険

者等（当該被用者年金被保険者等が企

業型年金加入者となることについて

一定の資格を定めた場合にあっては、

当該資格を有する者に限る。）は、当

該実施事業所の他の企業型年金規約

において企業型年金加入者としない

こととされていること。 

・一の事業所が複数の規約を策定し、複数の企業型年金を実施

することは可能である（例えば、技術職・営業職・事務職な

ど職種毎の規約等）が、この場合においては、従業員が重複

して複数の企業型年金の企業型年金加入者とならないよう規

約に明記されていること。 

 

 

 

 

 

 

   

 （２）事業主掛金の額、法第２３条第１項

の規定により提示される運用の方法

の数又は種類、法第２５条第１項の規

定により運用の指図を行うことがで

きる回数、企業型年金の給付の額の算

定方法及びその支給の方法、法第３条

第３項第１０号に規定する返還資産

額、企業型年金の実施に要する事務費

の負担の方法その他の事項は、特定の

者について不当に差別的なものでな

いこと。 

・左の規約承認事項にある事業主掛金の額などの各事項につい

て、特定の者について不当に差別的な取扱いとなっていない

こと。（すなわち、合理的な理由がないにもかかわらず、特

定の者のみ異なる取扱いとなっていないこと。） 
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 （３）企業型年金加入者又は企業型年金運

用指図者が法第２５条第１項の規定

により運用の指図を行うことを事業

主が不当に制約するものでないこと。

・加入者等が自らの意思に基づいて運用の指図を行うことが規

約において明確となっていること。 

（たとえば、加入者等が自社株や自社社債などの特定の運用

の方法を必ず選択することを義務づけていないこと。） 

 

 

   

 （４）法第３１条第１項に規定する年金給

付の支払期月は、毎年一定の時期であ

ること。 

 

  

   

 （５）一時金として支給される給付は、そ

の全額が一時に支給されるものであ

ること。 

・一時金を分割して支給することとなっていないこと。 

（一時金については、必ずその全額を一括して支給するこ

と。） 

 

   

 （６）政令第２条第２号に掲げる者であっ

て当該資格を喪失した日において実

施事業所に使用された期間が３年未

満であるものについて、その者の個人

別管理資産が移換されるときは、その

すべてを移換するものとされている

こと。 

 

  

  

  

  

   

 （７）法第５条第３項ただし書に規定する

みなし同意に関する記載がある場合、

重要な事項についてみなし同意とす

るものでないこと。 

・当該みなし同意が認められる事項としては、当該変更に係る

実施事業所の名称、加入資格、掛金又は運営管理手数料等が

あり、運営管理機関、資産管理機関の変更、代表事業所の変

更等、重要な事項と思われる事項が規定されていないこと。

 

 

   

 （８）政令第４６条の２に規定する企業型

年金加入者が資格喪失した場合の個人

別管理資産の移換に関する事項につい

て説明をすること。 

・事業主は、企業型年金の加入者が資格喪失したとき又は当該

企業型年金規約が終了したときは、個人別管理資産の移換に

関する事項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当

該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者

であった者に説明するものであること。 

   

 （９）その他法令に違反する事項がないこ

と。 

・民法・労働基準法等その他関連する法令に違反する内容がな

いこと。 

   

（※）「法」とは、確定拠出年金法（平成１３年法律第８８号）、「政令」とは、確定拠出年金法施行令（平成１３年政令第２４８号）、 

「省令」とは、確定拠出年金法施行規則（平成１３年厚生労働省令第１７５号）をいう。 

 



別紙７を次のとおり改める。 

（別紙７）
添付書類（承認）

　規　約　の　承　認 規　約　の　変　更　（　承　認　）

加入者
に一定
の資格
を定め
る場合

他の制度
からの資
産移管を
伴う場合

そ
の
他

実施事業
所の増加
の場合

確定拠出
年金運営
管理機関
との委託
契約に係
る規約の
変更の場
合

資産
管理
契約
に係
る規
約の
変更

就業規則（ま
たは労働協
約）及び給与
規程（または
退職規程）の
内容の変更に
合わせて規約
の変更を行う
場合

加入者に一定
の資格を定め
る場合で、企
業年金制度及
び退職手当制
度が適用され
る者の範囲を
変更するとき

他の制
度から
の資産
移換を
伴う場
合

そ
の
他

企業型
年金の
終了

企業型年金規約（案） ○ ○ ○

労働組合または被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

確定拠出年金運営管理機関委託契約書（案）の写し ○ ○ ○ ○ ○

労使合意に至るまでの労使協議の経緯 ○ ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 　 ○

運営管理機関の選任理由書 ○ ○ ○ △

資産管理契約書（案）の写し ○ ○ ○ ○ ○ 　

就業規則（または労働協約）及び給与規程（または退職金規程）の写し（注） △ △ △ △ ○ △

　

移換の対象となる制度の規約、規程等 △ △ △

適格退職年金からの資産の移換に係る必要事項 △ △ △

規約の一部を変更する規約（案） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

規約変更理由書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新旧対照条文 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

終了の理由書 ○

○＝必ず添付、△＝必要に応じて添付 　　

（注）就業規則等の添付書類については、承認に必要な部分が添付されればよいこととし、また、2以上の厚生年金適用事業所で実施する企業型年金において、実施事業所間で当該

　　　就業規則等の内容に全く相違がない場合にあっては、その旨を記載した書類を添付した上で、当該就業規則等の写しの一部を省略できることとする。

○○

労働組合の現況に関する事業主の証明書または被用者年金被保険者等の過半数
を代表することの事業主の証明書

○

厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる書類

○

○

○○○ ○○ ○ ○○○

○

△ ○

増加する実施事業所の労働組合または被用者年金被保険者等の過半数を代表す
る者の同意書

増加する実施事業所の労働組合の現況または被用者年金被保険者等の過半数を
代表することの事業主の証明書

退職金規程、厚生年金基金規約、確定給付企業年金規約、適格退職年金規約そ
の他で退職手当制度の範囲を証する書類

○

添付書類

変更内容

 

 
添付書類（届出）

　

事業主
の減少
の場合

名称の
変更

住所の
変更

事業所
の減少
の場合

名称の
変更

所在地
の変更

名称の
変更

住所の
変更

資産管
理契約
の相手
方の変
更

名称の
変更

住所の
変更

規約の失効

労働組合または被用者年金被保険者等の過半数を代表する者
の同意書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

確定拠出年金運営管理機関委託契約書の写し △ △

資産管理契約書の写し △ △

登記事項証明書 ▲ ▲ ▲ ▲

名称変更に係る決議議事録、対外的公表資料等 ▲ △ ○ ○

住居表示の変更内容が分かる書類 ▲ △ △ △

厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主でなく
なったことが分かる書類

▲ △ ▲

就業規則（または労働協約）及び給与規程（または退職金規
程）の写し（注）

△

規約の一部を変更する規約 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

規約変更理由書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新旧対照条文 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○＝必ず添付、△＝必要に応じて添付、▲＝いずれかを添付

（注）就業規則等の添付書類については、変更内容の確認に必要な部分が添付されればよいこととし、また、2以上の厚生年金適用事業所で実施する企業型年金において、実施事業所間で当該
　　　就業規則等の内容に全く相違がない場合にあっては、その旨を記載した書類を添付した上で、当該就業規則等の写しの一部を省略できることとする。

     規　約　変　更　の　届　出

事業主の変更 事業所の変更 運営管理機関の変更 資産管理機関の変更 資産運
用の基
礎的な
資料の
提供方
法等の
変更

支給予定
期間及び
支払回数
の種類の
追加に係
る変更

加入者等
が負担す
る事務費
の額又は
割合の変
更（事務
費の額又
は割合の
減少に係
る変更に
限る。）

事業年度
に関する
変更

○ ○ ○ ○
労働組合の現況に関する事業主及び労働組合の代表者の証明
書または被用者年金被保険者等の過半数を代表することの事
業主の証明書

○ ○ ○ ○ ○

法令の
改正に
伴う条
文等の
変更

実施事
業所に
おける
労働協
約及び
就業規
則の内
容の変
更に伴
う文言
の変更

添付書類

変更内容

 
 
 



「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」 

（平成１３年９月２７日 企国発第１８号厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長）新旧対照表 

新 旧 

承認要件等                              
                               （別紙１）
 
○ 確定拠出年金法施行規則（平成１３年厚生労働省令第１７５号）第３条第１
項第７号に規定する「承認に当たって必要な書類」とは、以下の内容に関する
書類であること。 
① 厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織す
る労働組合があるときは当該労働組合、労働組合がないときは当該被用者年金
被保険者の過半数を代表する者と事業主との間のこれまでの協議の経緯等 

② 運営管理機関の選任理由（事業主が自ら運営管理業務の全部を行う場合を
除く。） 

 
 
③ 厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる

書類 
 
○ 確定拠出年金法施行規則第６条第１項第７号に規定する「承認に当たって必
要な書類」とは、以下の内容に関する書類であること。 
① 運営管理機関を変更する場合、変更後の運営管理機関の選任理由（変更に
より事業主が自ら運営管理業務の全部を行う場合を除く。） 

 
② 実施事業所の増加の場合、当該増加する事業所が、厚生年金適用事業所及

び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる書類、労働組合等と事業

主との間のこれまでの協議の経緯等並びに当該事業所に係る登記事項証明書
 

規約記載事項 規約承認事項 審査要領 

法第 3条第 3項 

1～３ （略） 

４．事業主が運営管理業

務の全部又は一部を委託

した場合は（運営管理機

関が再委託する場合を含

む）委託先（再委託先）

の名称及び住所並びにそ

の行う業務 

法第 3 条第 3 項に掲げる

事項が定められているこ

と 

（参考） （略） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承認要件等                              
                               （別紙１） 
 
○ 確定拠出年金法施行規則（平成１３年厚生労働省令第１７５号）第３条第１
項第７号に規定する「承認に当たって必要な書類」とは、以下の内容に関する
書類であること。 
① 厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織す
る労働組合があるときは当該労働組合、労働組合がないときは当該被用者年金
被保険者の過半数を代表する者と事業主との間のこれまでの協議の経緯等 

② 運営管理機関の選任理由（事業主が自ら運営管理業務の全部を行う場合を
除く。） 

③ 運営管理機関登録通知書の写し 
④ 登記事項証明書 
⑤ 厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる
書類 

 
○ 確定拠出年金法施行規則第６条第１項第７号に規定する「承認に当たって必
要な書類」とは、以下の内容に関する書類であること。 
① 運営管理機関を変更する場合、変更後の運営管理機関の選任理由（変更に
より事業主が自ら運営管理業務の全部を行う場合を除く。） 

② ①の場合、変更後の運営管理機関の登録通知書の写し 

③ 実施事業所の増加の場合、当該増加する事業所が、厚生年金適用事業所及

び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる書類、労働組合等と事業

主との間のこれまでの協議の経緯等並びに当該事業所に係る登記事項証明書 

 

規約記載事項 規約承認事項 審査要領 

法第 3条第 3項 

1～３ （略） 

４．事業主が運営管理業

務の全部又は一部を委託

した場合は（運営管理機

関が再委託する場合を含

む）委託先（再委託先）

の名称及び住所並びにそ

の行う業務 

法第 3 条第 3 項に掲げる

事項が定められているこ

と 

（参考） （略） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主が運営管理業務

を委託するときは、上記

イとウの業務について

は、一の確定拠出年金運

営管理機関において行う

ものであること。 

委託する業務について

は、事業主の実施する企

業型年金に係る企業型年

金加入者等のすべてを対

象とするものであるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ （略） 

 

（１）事業主は、運営管

理業務のうち運用の方

法の選定及び加入者等

に対する提示の業務を

運営管理機関に委託す

るときは、運営管理契

約の締結についての勧

誘に関する方針（金融

商品販売法に規定する

勧誘方針と同等の内容

のもので、顧客の知識、

経験に照らして配慮す

べき事項や勧誘の知

識、経験に照らして配

慮すべき事項や勧誘方

法等に関し配慮すべき

事項など）を定め、公

表している運営管理機

関に委託しなければな

らないこと。 

（２）事業主が運営管理

業務を委託するとき

は、上記イとウの業務

については、一の確定

拠出年金運営管理機関

において行うものであ

ること。 

委託する業務につい

ては、事業主の実施す

る企業型年金に係る企

業型年金加入者等のす

べてを対象とするもの

であること。 

・勧誘に関する方針の公

表日は、規約の承認の

申請日の概ね 1 ヶ月前

とすることが望ましい

こと。 

・勧誘に関する方針の内

容は、金融商品の販売

等に関する法律に準じ

ていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ （略） 

 



（別紙７） （別紙７）

添付書類（承認） 添付書類（承認）

　規　約　の　承　認 規　約　の　変　更　（　承　認　） 　規　約　の　承　認 規　約　の　変　更　（　承　認　）

加入者
に一定
の資格
を定め
る場合

他の制度
からの資
産移管を
伴う場合

そ
の
他

実施事業
所の増加
の場合

確定拠出
年金運営
管理機関
との委託
契約に係
る規約の
変更の場
合

資産
管理
契約
に係
る規
約の
変更

就業規則（ま
たは労働協
約）及び給与
規程（または
退職規程）の
内容の変更に
合わせて規約
の変更を行う
場合

加入者に一定
の資格を定め
る場合で、企
業年金制度及
び退職手当制
度が適用され
る者の範囲を
変更するとき

他の制
度から
の資産
移換を
伴う場
合

そ
の
他

企業型
年金の
終了

加入者
に一定
の資格
を定め
る場合

他の制度
からの資
産移管を
伴う場合

そ
の
他

実施事業
所の増加
の場合

確定拠出
年金運営
管理機関
との委託
契約に係
る規約の
変更の場
合

資産
管理
契約
に係
る規
約の
変更

就業規則（ま
たは労働協
約）及び給与
規程（または
退職規程）の
内容の変更に
合わせて規約
の変更を行う
場合

加入者に一定
の資格を定め
る場合で、企
業年金制度及
び退職手当制
度が適用され
る者の範囲を
変更するとき

他の制
度から
の資産
移換を
伴う場
合

そ
の
他

企業型
年金の
終了

企業型年金規約（案） ○ ○ ○ 企業型年金規約（案） ○ ○ ○

労働組合または被用者年金被保険者等の過半
数を代表する者の同意書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
労働組合または被用者年金被保険者等の過半数
を代表する者の同意書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

確定拠出年金運営管理機関委託契約書（案）
の写し

○ ○ ○ ○ ○ 確定拠出年金運営管理機関登録通知書の写し ○ ○ ○ △  

労使合意に至るまでの労使協議の経緯 ○ ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 　 ○
確定拠出年金運営管理機関委託契約書（案）の
写し

○ ○ ○ ○ ○

運営管理機関の選任理由書 ○ ○ ○ △

資産管理契約書（案）の写し ○ ○ ○ ○ ○ 　

就業規則（または労働協約）及び給与規程
金規 注

△ △ △ △ ○ △ 労使合意に至るまでの労使協議の経緯 ○ ○ ○ ○ ○

○○○ ○○ ○ ○
労働組合の現況に関する事業主の証明書また
は被用者年金被保険者等の過半数を代表する
ことの事業主の証明書

○ ○○○ ○○ ○ ○ ○
労働組合の現況に関する事業主の証明書または
被用者年金被保険者等の過半数を代表すること
の事業主の証明書

○ ○ ○

運営管理契約の締結についての勧誘に関する方
針（公表しているもの）が分かる書類

○ ○ ○ △

○ ○ ○

添付書類

変更内容

添付書類

変更内容

（または退職金規程）の写し（注）
△ △ △ △ ○ △ 労使合意に至るまでの労使協議の経緯 ○ ○ ○ ○ 　 　 ○

運営管理機関の選任理由書 ○ ○ ○ △

資産管理契約書（案）の写し ○ ○ ○ ○ ○ 　

　
就業規則（または労働協約）及び給与規程（ま
たは退職金規程）の写し

○ ○ ○ ○ ○ △

登記事項証明書 ○ ○ ○ ○

移換の対象となる制度の規約、規程等 △ △ △

適格退職年金からの資産の移換に係る必要事
項

△ △ △

規約の一部を変更する規約（案） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　

規約変更理由書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新旧対照条文 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 移換の対象となる制度の規約、規程等 △ △ △

○ 適格退職年金からの資産の移換に係る必要事項 △ △ △

規約の一部を変更する規約（案） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 規約変更理由書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新旧対照条文 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

終了の理由書 ○ ○

○＝必ず添付、△＝必要に応じて添付 　　

○

　　　

終了の理由書 ○

○＝必ず添付、△＝必要に応じて添付 　　

退職金規程、厚生年金基金規約、確定給付企
業年金規約、適格退職年金規約その他で退職
手当制度の範囲を証する書類

○

○

△ ○

○
厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所
の事業主であることが分かる書類

○○

○

退職金規程、厚生年金基金規約、確定給付企業
年金規約、適格退職年金規約その他で退職手当
制度の範囲を証する書類

○ ○ ○

厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の
事業主であることが分かる書類

○ ○ ○

増加する実施事業所の労働組合または被用者年
金被保険者等の過半数を代表する者の同意書

増加する実施事業所の労働組合の現況または被
用者年金被保険者等の過半数を代表することの
事業主の証明書

（注）就業規則等の添付書類については、承認に必要な部分が添付されればよいこととし、また、2以上の厚生年金適用事業所で実施する企業型年金
において、実施事業所間で当該就業規則等の内容に全く相違がない場合にあっては、その旨を記載した書類を添付した上で、当該就業規則等の写し
の一部を省略できることとする。

○

増加する実施事業所の労働組合または被用者
年金被保険者等の過半数を代表する者の同意
書

増加する実施事業所の労働組合の現況または
被用者年金被保険者等の過半数を代表するこ
との事業主の証明書



添付書類（届出） 添付書類（届出）

　 　

事業主
の減少
の場合

名称の
変更

住所の
変更

事業所
の減少
の場合

名称の
変更

所在地
の変更

名称の
変更

住所の
変更

資産管
理契約
の相手
方の変
更

名称の
変更

住所の
変更

規約の
失効

事業主
の減少
の場合

名称の
変更

住所の
変更

事業所
の減少
の場合

名称の
変更

所在地
の変更

名称の
変更

住所の
変更

資産管
理契約
の相手
方の変
更

名称の
変更

住所の
変更

規約の
失効

労働組合または被用者年金被保
険者等の過半数を代表する者の
同意書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
労働組合または被用者年金被保険
者等の過半数を代表する者の同意
書

○ ○ ○ ○ ○

確定拠出年金運営管理機関委託
契約書の写し

△ △
確定拠出年金運営管理機関委託契
約書の写し

△ △

支給予定
期間及び
支払回数
の種類の
追加に係
る変更

加入者等
が負担す
る事務費
の額又は
割合の変
更（事務
費の額又
は割合の
減少に係
る変更に
限る。）

事業年度
に関する
変更

○ ○ ○

     規　約　変　更　の　届　出

事業主の変更 事業所の変更 運営管理機関の変更 資産管理機関の変更 資産運用
の基礎的
な資料の
提供方法
等の変更

○ ○ ○

法令の改
正に伴う
条文等の
変更

実施事業
所におけ
る労働協
約及び就
業規則の
内容の変
更に伴う
文言の変
更

労働組合の現況に関する事業主
及び労働組合の代表者の証明書
または被用者年金被保険者等の
過半数を代表することの事業主
の証明書

○ ○ ○

     規　約　変　更　の　届　出

事業主の変更 事業所の変更 運営管理機関の変更 資産管理機関の変更 資産運用
の基礎的
な資料の
提供方法
等の変更

加入者等
が負担す
る事務費
の額又は
割合の変
更（事務
費の額又
は割合の
減少に係
る変更に
限る。）

○ ○ ○

労働組合の現況に関する事業主及
び労働組合の代表者の証明書また
は被用者年金被保険者等の過半数
を代表することの事業主の証明書

○ ○

変

添付書類

変更内容

添付書類

変更内容

契約書の写し 約書の写し

資産管理契約書の写し △ △

登記事項証明書 ▲ ▲ ▲ ▲

名称変更に係る決議議事録、対
外的公表資料等

▲ △ ○ ○ 資産管理契約書の写し △ △

住居表示の変更内容が分かる書
類

▲ △ △ △ 登記事項証明書 ○ ○ ○ ○

厚生年金適用事業所及び厚生年
金適用事業所の事業主でなく
なったことが分かる書類

▲ △ ▲
名称変更に係る決議議事録、対外
的公表資料等

△ △ ○ ○

就業規則（または労働協約）及
び給与規程（または退職金規
程）の写し（注）

△

規約の一部を変更する規約 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

規約変更理由書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 規約の一部を変更する規約 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新旧対照条文 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 規約変更理由書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○＝必ず添付、△＝必要に応じて添付、▲＝いずれかを添付
新旧対照条文 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○＝必ず添付、△＝必要に応じて添付

運営管理契約の締結についての勧
誘に関する方針（公表しているも
の）が分かる書類

△

○ ○ ○

（注）就業規則等の添付書類については、変更内容の確認に必要な部分が添付されればよいこととし、また、2以上の厚生年金適用事業所で実施する企業型年金において、実施事
業所間で当該就業規則等の内容に全く相違がない場合にあっては、その旨を記載した書類を添付した上で、当該就業規則等の写しの一部を省略できることとする。

厚生年金適用事業所及び厚生年金
適用事業所の事業主であることが
分かる書類

○ ○ ○
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